共同住宅に係る各戸検針業務等契約書
小松市長　宮橋　勝栄（以下「甲」という。）と、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という。）とは、次の条項により別記の共同住宅に係る各戸検針、水道料金等の徴収に関する業務について契約を締結する。

（信義誠実の義務）
第1条 甲乙双方は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
（メーターの検針）

第２条　甲は、共用施設含む居室毎の水道メーター（以下「各戸メーター」という。）と各戸メーター以外の甲が設置する水道メーター（以下「局メーター」という。）を検針し、その使用量を算定する。ただし、各戸メーターの異常、集中検針盤の故障その他の理由により使用水量が明確でないときは、甲の定めにより認定する。
（水道料金等の徴収）

第３条　甲は、各戸メーターの使用水量および口径に応じて水道料金等を算定し、各戸水道使用者から徴収する。
２　甲は、局メーターにかかる水道料金等を次の各号により算定し、乙又は、乙の指定する代理人から徴収する。
　（１）局メーターの口径に応じたメーター使用料金を徴収する。
　（２）局メーターの使用水量が各戸メーターの使用水量の総和を超える場合は、その差水量に、小松市水道条例（昭和35年条例第24号。以下「水道条例」という。）第28条に定める一般用の超過料金10m3を超え30m3以下の水量の単価を乗じて得た額。また、下水道等を使用する場合については小松市公共下水道条例（昭和49年条例第12号。以下「下水道条例」という。）第14条に定める一般汚水の排除汚水量の10m3を超え30m3までの水量の単価を乗じて得た額。

（各戸水道使用者の取扱い）

第４条　各戸水道使用者については、給水申込から検針、調定、収納、未納整理、給水停止まで水道条例の規定による。

（管理責任者の選任）

第５条　乙は、共同住宅の水道使用に関する事項を処理させるため管理責任者を選任し、甲に届け出なければならない。
２　乙と管理責任者は、この契約書に定められた責務を連帯して負う。

　（乙および管理責任者の取扱事務等）

第６条　乙および管理責任者は、次の各号に定める事務を取扱い、甲に積極的に協力する義務を負う。
（１）水道料金等の徴収および納入に関すること。

（２）共用栓等に関する水道料金等の納入に関すること。

（３）各戸水道使用者から各戸メーターの検針および水道料金について苦情がある場合は、その解決に関すること。

（４）各戸水道使用者の間に発生した紛争の解決に関すること。

（５）その他、甲の事務の円滑な実施に必要な事項の取り次ぎ等に関すること。

（給水設備等の維持管理責任）
第７条　乙は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

（１）給水装置及び貯水槽水道の維持管理および水質保全を、責任をもって行うこと。

（２）給水装置及び貯水槽水道の設備の維持管理を怠り、漏水が生じた場合の水道料金等を負担すること。

（３）受水槽以下の設備に接続する各戸メーターを、計量法（平成４年法律第51号）の規定に基づく検定に合格したものとすること。

（４）各戸メーターを検定有効期間内に取替えすること。
（５）各戸メーターの異常や故障が発見されたときは、甲の指示により速やかに取替えすること。

（６）各戸メーターがリモート水道メーターによる集中検針方式（以下「リモート式」という。）の場合、設置する集中検針盤を毎年定期的に保守点検し、支障が生じた場合は速やかに取替えすること。
（７）各戸メーターを常に清潔に保存し、設置場所に検針の支障となる物件を設置しないこと。

（８）オートロック施錠の共同住宅の場合は、暗証番号を甲へ届け出すること。

（９）前各号に要する費用を一切負担すること。

第８条　甲は、受水槽以下の設備を検査し、乙に改善を命ずることができ、乙は、その改善命令に従わなければならない。

（水道料金等の納入）

第９条　水道料金等の納入方法は、甲が指定した出納取扱金融機関等での口座振替を原則とする。ただし、特別の理由があると認められるものに限り、納入通知書による方法とすることができる。
（水道料金等未納の場合の措置等）

第10条　乙および管理責任者は、各戸水道使用者が甲の定める納入期限までに水道料金等を納入しない場合は、当該水道使用者に対し納入に関する協力をしなければならない。

２　甲は、前項の規定にもかかわらず水道料金等の滞納が生じたときは、当該水道使用者の水の使用を停止することができる。
３　前項により、乙、管理責任者および当該水道使用者に損害が生じても、甲はその責を負わない。
（契約内容の周知）

第11条　乙は、契約内容その他必要事項について、管理責任者および各戸水道使用者に対して周知徹底し、問題が生じたときは、責任を持って解決に努めるものとする。

（乙の届出義務）

第12条　乙は、次の各号に該当する場合は、速やかに甲に届け出しなければならない。

（１）管理責任者に変更があったとき。

（２）各戸水道使用者に異動が生じたとき。

（３）メーターの取替えをするとき。
（権利義務の承継）
第13条　乙は、申請者の資格を失った場合、甲に届け出て、その地位を当該共同住宅に係る正当な申請資格者に対し承継させることができる。

（契約解除）

第14条　甲は、乙が契約の条項に違反し、勧告してもなおそれが是正されないときは、契約を解除することができる。

２　前項の規定により契約を解除した場合、乙に損害が生じることがあっても、甲はその責を負わない。
（規定の適用）

第15条　この契約に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号)、水道条例、小松市簡易水道事業給水条例(昭和40年条例第36号)、小松市給水装置施工基準（平成27年４月）、小松市公共下水道条例（昭和49年条例第12号）、小松市地域下水道条例（昭和47年条例第７号）および小松市農業集落排水施設条例（平成２年条例第19号）の定めるところによる。

（疑義の決定）

第16条　本契約に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。

（契約期間）
第17条　この契約の有効期間は、契約を締結した日から１年とする。ただし、有効期間満了の日の30日前までに更新について異議の申し立てがないときは、さらに１年間契約が更新されるものとし、以後においても同様とする。

上記契約締結を証するため本契約書２通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自１通
を保有するものとする。

　令和　　年　　月　　日

　　　甲　　小松市小馬出町91番地

小松市長　宮橋　勝栄　
　　　

　　　乙　　　
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